
寄附金控除のイメージ

一律 所得税の 10% ↑ 個人住民税所得割の１割を限度

限界税率分 一律

モデルケース

夫婦２人の家族構成で給与収入５００万円（給与所得３４６万円）の方が２０，０００円寄附された場合

所得税の限界税率１０％

住民税所得割額

　２２７，５００円

社会保険料控除５０万円

寄附金控
除の対象
外

所得税の所得
控除による税
額軽減

住民税の基本
控除額

１，８００円 １，８００円

10%
１０％
一律 ※特例控除の上限

（住民税所得割の額の１割を限度＝２２，７５０円）

所得税の軽減額 1,800 円

住民税の軽減額 16,200 円

軽減額の合計 18,000 円

適用下限
額

２，０００円

地方公共団体への寄附金

適用下限
額
２，０００円

地方公共団体への寄附金
２０，０００円

住民税・所得税の軽減額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（寄附者に適用される所得税の限界税率）↑

所得税の
軽減額

住民税の基
本控除額

住民税の特例控除額：（寄附金－２，０００円　）×(９０％－０～４０％）

寄附控除対象額
１８,０００円

住民税の特例控除額 ※
９０％－１０％＝８０％

１８，０００円×８０％＝１４，４００円

（注）特例控除額の上限（住民税所得割額の１割）を超えても基本控除額は適用
されるが、地方公共団体以外に対する寄附金とあわせて、住民税の寄附金控除
の対象となる寄附金の限度額（控除対象限度額）は総所得金額等の３０％です。


